
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）補助限度額 2,500 千円 

（2）補 助 率 １／２以内 

（3）補助対象経費 商品・サービス開発に要する

経費、広告宣伝費など 

（4）支 援 期 間 平成 30 年 2 月 28 日まで 

 
 
 

地域資源の生産者と旅館・ホテル・飲食店・販売店等サービ

ス提供者等が連携して行う地域資源を活用した新たな商品又

はサービスの開発に関する事業計画を募集します！ 

伝統工芸品や地域産業資源などの地域資源を活用し

た新たな商品・サービスの開発を行う地域資源生産者

及びサービス提供者 3者以上が連携するグループ 

申請様式をダウンロードし、記入の上、工業振興課まで持参又は郵送（必着）してください。 

事業計画の内容等についてのご相談は随時受け付けますので、お気軽にお問合せください。 

〒320‐8501 宇都宮市塙田 1‐1‐20 ６Ｆ北側 

  栃木県産業労働観光部工業振興課 地域産業担当 

  TEL：028‐623‐3198  FAX：028‐623‐3945 

  ホームページ： http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/tiikishigenkatuyoushienh29.html 

         （「おもてなし」「地域資源」「活用」「支援」等で検索してください。） 

募集期間 

対 象 者 

支援内容 

認定事業者等の選考 

 
○ 新たな商品又はサービスが、地域資源の特性等を有効に活用していること。 

○ 「とちぎならでは」のおもてなしとして県内外、国外に向けて広くＰＲに寄与するものであること。

良質な商品又はサービスが、として 

○ 栃木県伝統工芸品の需要創出とＰＲに寄与するものであること。 

 

主な選考基準 

平成 29 年度 「とちぎならでは」のおもてなし創出事業 

地域資源活用支援事業計画募集のご案内 

提出いただいた計画書を選考委員会で審査の上、

認定事業者を決定します。 

伝統工芸品、地域産業資源、地場産品 地域資源とは・・・ 

応募方法 

 

平成29年5月29日（月）～ 7月7日（金）必着 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/tiikishigenkatuyoushienh29.html

